
広報しかべ　令和５年４月号 32

全国統一防火標語「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」　（期間：４月20日から30日まで）
　この時季は空気が乾燥し、風の強い日が多いため、一度火災が発生すると被害が大きくなる危険性があり
ます。火気の取り扱いには十分注意し、火災のないまちづくりにご協力をお願いします。

　消防法および南渡島消防事務組合火
災予防条例が改正され、平成23年６月
１日から、すべての住宅で寝室と階段
（寝室が２階にある場合）に住宅用火
災警報器の設置が義務付けられました。
　台所や居間等は、条例による設置義
務はありませんが、安全のため設置し
てもかまいません。
　早期に火災を発見することにより、
大事に至らなかった事例も多数報告さ
れていますので、火災から身を守るた
めにも住宅用火災警報器を設置しま
しょう。

　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなる恐れがありま
すので、定期的に作動確認を行ってください。
　また、設置後おおむね10年を目安に警報器本体を交換しましょう。

１　令和５年春の全道火災予防運動の実施について

２　住宅用火災警報器の設置場所について

３　住宅用火災警報器の維持管理について

 
 

 
 

 
  

 

　開かれた身近な町政づくりを進めるため『語らい町長室』を開催しています。
　来庁していただく方法のほか、『語らいオンライン町長室』と『語らい出前町長室』も利用でき
ます。開放予定日に限らず、公務などが入っていない日は可能な限り対応しますので、希望される
方は事前にお問い合わせください。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係（７－２１１１）へ。

■令和５年４月の開放予定日　４月19日（水）　午前９時から午後７時まで


